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「 就 労 支 援 等 の 事 業 に 関 す る 会 計 処 理 」 の 取 扱 い に つ い て  

（ Ｑ ＆ Ａ ） 

                                                   平成18年11月13日 、 事務連絡          

                             各都道府県 ・ 指定都市 ・ 中核市障害福祉関係主管課担当者宛 

厚生労働省社会 ・ 援護局障害保健福祉部障害福祉課通知 

 

平素よ り 、 障害福祉行政にご尽力を賜り 、 厚 く 御礼申し上げます 。  

さ て 、 「 就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて （ 平成18年10月 ２ 日社援発第 1002001 号）」については既にご

連絡させていただいている と こ ろであ り ますが 、 その取扱いにつきま し て「「就労支援の事業の会計処理の基準 」 の留意事項等

の説明 」 を取り ま とめま し たので 、 情報提供させていただきます 。  

つきま し ては 、 貴管内市町村及び障害福祉サービス関係者等に周知し ていただきますよ う お願い申し上げます 。  

 

（ 目次省略 ）  

 

１ ． 今回定められた 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 の目的は 。  

（ 答 ）  

１ ． 平成 １ ８ 年 １ ０ 月の障害者自立支援法の本格施行によ り ま し て 、  

(1) 従来の授産事業及び福祉工場に代わっ て 、 就労移行支援 、 就労継続支援 Ａ 型及び就労継続支援Ｂ型と いっ た就労支援事

業が創設された こ とから 、 新たな事業体系に合った会計基準が必要であった こ と 

(2) 就労支援事業が第 ２ 種社会福祉事業と し て位置づけられ 、 その結果と し て運営主体が緩和された こ とから 、 社会福祉法

人以外にも適用でき る会計基準が必要であった こ と 

(3) 就労支援事業については 、  

①  指定基準において工賃の支払関係規定が整備された こ と 

②  工賃倍増計画等によ り工賃の支払実績が公表される こ と 

③  就労継続支援Ｂ型に目標工賃達成加算の措置が創設された こ と 

などから 、 正確な工賃の計算が必要と な った こ とから 、 従来の 「 授産施設会計基準 」 に代わる新たな会計基準を策定す 

る必要があ り ま し た 。  

２ ． 他方 、 「 日払い方式 」 や 「 定率の利用者負担 」 の導入に伴いま し て 、 各事業者等も 、 就労支援事業に係る収益 ・ 費用の的 

確な把握と 、 利用者への明確な財務情報の提供を行 う こ とが必要と されていま し た 。  

３ ． このため 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 の策定にあた り ま し ては 、 社会福祉法人会計基準が変更されないこ と を 

踏まえ 、 新たな会計の基準を作成する こ と によ る混乱を極力回避する こ と を念頭に 、  

①  授産施設会計基準を大き く 変更し ない 

②  上記の要請に応えるための所要の追加 ・ 修正等を行 う  

こ と と し た と こ ろであ り ま し て 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 はいわば新たな事業体系における 「 授産施設会計

基準 」 を基にし た会計処理の方法を定めた ものと な っ ている と こ ろです 。  

 

２ ． この会計処理基準を適用する事業は何か 。  

（ 答 ）  

１ ． １ ８ 年 １ ０ 月の障害者自立支援法の施行によ り創設された就労移行支援 、 就労継続支援 Ａ 型及び就労継続支援Ｂ型の事業 

につきま し ては 、 従来の授産施設会計と同様 、 その事業の実施によ り得た収入から事業に必要な経費を控除し た額に相当す

る金額を工賃と し て支払わなければな ら ない と い う 、 就労支援事業特有の会計処理が必要と されていた と こ ろです 。  

２ ． このため 、 この会計処理基準を適用すべき事業と し ては 、 多機能型事業所及び昼間実施サービスを複数行 う 指定障害者支 

援施設を含め 、  

①  就労移行支援の事業 

②  就労継続支援 Ａ 型の事業 

③  就労継続支援Ｂ型の事業 

と し ている と こ ろです 。  

３ ． また 、 生活介護において生産活動を行 う 場合につきま し て も 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 を適用する こ とがで 

き る こ と と し ている と こ ろですが 、 生活介護において実施し ている生産活動は 、  

(1) 「 障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準 」 及び 「 障害者自立支

援法に基づ く 指定障害者支援施設等の人員 、 設備及び運営に関する基準 」 によ り 、 就労支援事業と同様の工賃支払が規定

されているが 、  

(2) その規模や内容等から見て 、 必ずし も原価管理等を行 う 必要がある ものばかり ではな く （ 規模や内容等から見て 、 実効

性が乏し い場合がある ）、 社会福祉法人会計基準による会計経理だけで も適切な会計経理が可能な場合があるため 、  

生産活動の規模等から 、 事業者の判断によ っ て 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 を適用する こ と については 、 これを

妨げないこ と と し た ものです 。  

４ ． なお 、 経過措置の授産施設についてですが 、 新たな事業体系へ移行し た事業所又は施設と同様に 、 工賃倍増計画に基づい 

て工賃の公表等を実施する こ と と し てお り ますので 、 製造原価等の管理を行 う 会計処理の下で工賃等の経理が行われる こ と

が望ま し いため 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 の適用をお願い し ているが 、 これによ り難い場合には 、 従来から採用

し ている会計の基準による こ と と し て も差し支えないこ と と し ています 。  
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３ ． １ ８ 年 １ ０ 月以前から授産事業を実施し ている場合のこの会計処理基準の適用時期の考え方 

（ 答 ）  

１ ． 障害者自立支援法の施行前から授産事業を実施し ている法人については 、 授産施設会計基準など 、 一般に公正妥当と認め 

られる会計の基準によ っ て 、 会計経理が行われている ものと承知し ています 。  

２ ． 一方 、 会社更生 、 清算等の特殊な場合を除き 、 事業年度の途中から適用する会計基準を変更し てはな ら ない と い う のが 、  

会計処理の大原則と し ての会計公準と されています 。  

３ ． し たがっ て 、 今回の 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 の適用にあっ ては 、 既に授産事業を実施し ている法人について 

は 、 移行の日の属する事業年度の翌事業年度から適用する こ と と し た と こ ろです 。  

４ ． しかし 、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 ５ ０ 条の ２ 第 １ 項第 ２ 号に規定する精神障害者授産施設については 、  

その運営に要する経費の財源が補助金によ っ て賄われてきた と こ ろで 、 新たな事業体系への移行後は自立支援給付によ っ て 

賄われる こ と と な り 、 その収益構造が大幅に変更と なる こ とから 、 新たに就労支援事業を開始する法人と同様に 、 移行の日 

以降は 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 によ っ て会計経理を行っ ていただ く こ と と し た ものです 。  

 

４ ． 法人の一部の事業が新たな事業体系へ移行し 、 一部は旧法施設と し て経過措置と なる場合の会計基準の適用はどのよ う

にすべきか 。  

（ 答 ）  

１ ． 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 は 、 就労支援事業の会計処理の基準である こ とから 、 就労支援事業と し て新たな事 

業体系へ移行するかど う かによ っ て 、 その適否を判定し ていただ く こ と と な り ます 。  

２ ． 具体的には 、 授産事業又は福祉工場を行 う 事業所が 、 一部であっ て も就労支援事業と し て新たな事業体系へ移行されるの 

であれば 、 例え一部が経過措置であった と し て も 、 その全てを 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 によ っ て会計処理し て

いただ く こ と と な り ます 。  

３ ． よ っ て 、 授産事業又は福祉工場を行 う 事業所等以外の事業所等が 、 新たな事業体系へ移行し 、 授産事業又は福祉工場を行 

う 事業所等が経過措置と なる場合については 、 でき る限り 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 によ っ て会計処理し ていた 

だきたいのですが 、 従前から採用し ている会計の基準による こ と と し て も差し支えない と し ています 。  

４ ． なお 、 生産活動を実施し ている生活介護の事業所等のみが新たな事業体系へ移行し 、 授産事業又は福祉工場を行 う 事業所 

等が経過措置と なる場合は 、 生産活動を実施し ている生活介護の事業を 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 によ っ て会計 

処理こ と については 、 その規模 ・ 内容等から適切にご判断いただ く こ と と な り ますが 、 授産事業又は福祉工場を行 う 事業所 

については 、 やはり でき る限り 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 によ っ て会計処理し ていただきたい 。  

 

５ ． 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 の概要 

（ 答 ）  

「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 の概要 （ ポイ ン ト ） は 、 次のと お り です 。  

(1) 社会福祉法人は 、 就労支援事業を他の事業と別の経理区分を設けて 、 本基準に定めがある ものを除き 、 授産施設会計基

準の 「 授産 」 を 「 就労支援 」 に改める こ と等によ り 、 会計処理を行 う 。  

(2) 社会福祉法人以外の法人は 、 就労支援事業を他の事業と区分し 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 の考え方に基づ

き 、 原則と し て 、  

・ 資金収支計算書 

・ 事業活動収支計算書 （ 損益計算書 、 正味財産増減計算書等を含む 。）  

・ 貸借対照表 

を作成し 、 適宜の勘定科目を も っ て会計処理を行 う 。  

(3) 資金収支決算表 、 事業活動収支表に事業所等毎 、 事業毎の内訳表を作成し て事業所等別かつ事業別の内容等を明示し 、

利用者等に内容が容易に把握でき るよ う 、 会計単位 、 経理区分及び事業区分を明確化 。  

(4) 貸借対照表に 、 事業所等別かつ事業別の内訳表の作成を可能とする 。  

(5) 正確な工賃を計算する必要から 、 授産事業支出明細表に代えて就労支援事業製造原価明細表 、 販売費及び一般管理費明

細表を作成 。  

(6) 費用 ・ 収益を的確に把握するため 、 共通経費の按分を導入（「介護保険に関する給付対象事業における会計の区分につい

て 」 の通知を準用 ）。  

(7) ただ し 、 社会福祉法人 、 公益法人等以外の法人については 、 採用する こ と と されている会計の基準によ っ て作成する こ

と を要請されている財務書類等が違っ ている こ とから 、 それぞれの会計の基準に合わせた財務書類等の作成で十分対応可

能との判断から 、 本会計処理基準にい う 計算書類の う ち 、 資金収支計算書又は事業活動収支計算書 、 及び貸借対照表の作

成 、 同様に資金収支内訳表又は事業活動収支内訳表 、 及び貸借対照表内訳表の作成を省略する こ とができ る こ と と し てい

る 。  

(8) 将来にわた り安定的に工賃を支給し 、 又は安定的かつ円滑に就労支援事業継続するため 、 一定の条件の下に 、 新たに工

賃変動積立金 、 設備等整備積立金を導入 。  

 

６ ． 一般の民間法人が就労支援事業を実施する場合には 、 具体的にどのよ う な会計処理が必要と なるのか 。  

 (答 )  

１ ． 一般の民間法人が就労支援事業を実施する場合にあっ て も 、 よるべき会計の基準と し ては 、 企業会計原則と認識し ていま 

す 。  

２ ． しかし ながら 、 「 障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準 」 （ 以下 

「 指定障害福祉サービス基準 」 と い う 。） において 、 指定事業所ご と に経理を区分する と と もに 、 それぞれの指定障害福祉

サービス事業の会計をその他の事業の会計と区分するべき こ とが定められている と こ ろです 。  
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３ ． このため 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 において も 、 就労支援事業を他の事業と区分し て経理する こ と を要請す 

る と と もに 、 資金収支計算書 、 事業活動収支計算書 （ 損益計算書 、 正味財産増減計算書等を含む 。） 及び貸借対照表を作成 

し 、 適宜の勘定科目を も っ て会計処理を行 う と と もに 、 就労支援事業製造原価明細表 、 販売費及び一般管理費明細表につい 

て も作成する こ と と し 、 採用し ている会計の基準に合わせてその一部を省略でき る こ と と し ている と こ ろです 。  

４ ． し たがっ て 、 具体的には 、 「 指定障害福祉サービス基準 」 に基づ く 利用料 （ 訓練等給付 ） に係る会計と 「 就労支援の事業 

の会計処理の基準 」 に基づ く 就労支援事業に係る会計を 、 他の事業と区分し た一つのセグ メ ン ト と し て取り扱い 、 所要の計 

算書類等を作成する こ と にな り ます 。  

５ ． なお 、 一般の民間法人が就労支援事業を実施する場合に作成する就労支援事業区分損益計算書の具体的な様式例を示せば 

次のと お り です 。  

【 様式例 】    

就労支援事業区分損益計算書 

自  平成  年  月  日  至  平成  年  月  日 

  

合   計 

就労支援 

事業等 

以外の事業 

生活介護 

 

事    業 

就労支援 

 

事    業 

    

    

    

    

    

    

    

Ⅰ  売上高 

・ ・ ・ ・ ・ ・  

合  計 

Ⅱ  売上原価 

売上総利益 

Ⅲ  販売費及び一般管理費 

営業利益 

Ⅳ  営業外収益 

Ⅴ  営業外費用 

経常利益 
    

６ ． 上記の就労支援事業区分について 、 就労支援事業別損益内訳表を作成する こ と にな り ます 。 なお 、 就労支援事業別損益内 

訳表では就労支援事業のみが対象と な り ますので 、 売上高は就労支援事業収益 、 売上原価は就労支援事業販売原価と な り ま

す 。  

【 様式例 】  

就労支援事業別損益内訳表 

自平成  年  月  日  至平成  年  月  日 

Ａ   事  業  所 

就労移行 

支    援 

就労継続 

支援 Ａ 型 

就労継続 

支援Ｂ型 

  

合  計 

 

 

 

計 

○○

事業

△△

事業

○○

事業

△△ 

事業 

○○ 

事業 

△△ 

事業 

        

        

        

        

        

        

Ⅰ  就労支援事業収益 

就労支援事業収益合計 

Ⅱ  就労支援事業販売原価 

期首製品 ( 商品 ) たな卸高 

当期就労支援事業製造原価及び 

当期製品 ( 商品 ) 仕入高 

合  計 

期末製品 ( 商品 ) たな卸高 

差  引 

就労支援事業総利益 

Ⅲ  販売費及び一般管理費 

就労支援事業利益 
        

７ ． さ らに 、 当期就労支援事業製造原価 、 販売費及び一般管理費については 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 でお示し 

し ている就労支援事業製造原価明細表 、 販売費及び一般管理費明細表を作成する こ と にな り ます 。  

 

７ ． 医療法人が就労支援事業を実施する場合には 、 具体的にどのよ う な会計処理が必要と なるのか 。  

 (答 )  

１ ． 医療法人が就労支援事業を実施する場合にあっ て も 、 よるべき会計の基準と し ては 、 病院会計準則と認識し ています 。  

２ ． しかし ながら 、 「 障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準 」 （ 以下 

「 指定障害福祉サービス基準 」 と い う 。） において 、 指定事業所ご と に経理を区分する と と もに 、 それぞれの指定障害福祉

サービス事業の会計をその他の事業の会計と区分するべき こ とが定められている と こ ろです 。  

３ ． このため 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 において も 、 就労支援事業を他の事業と区分し て経理する こ と を要請す 

る と と もに 、 資金収支計算書 、 事業活動収支計算書 （ 損益計算書 、 正味財産増減計算書等を含む 。） 及び貸借対照表を作成 

し 、 適宜の勘定科目を も っ て会計処理を行 う と と もに 、 就労支援事業製造原価明細表 、 販売費及び一般管理費明細表につい 

て も作成する こ と と し 、 採用し ている会計の基準に合わせてその一部を省略でき る こ と と し ています 。  
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４ ． し たがっ て 、 具体的には 、 「 指定障害福祉サービス基準 」 に基づ く 利用料 （ 訓練等給付 ） に係る会計と 「 就労支援の事業 

の会計処理の基準 」 に基づ く 就労支援事業に係る会計を 、 他の事業と区分し た一つのセグ メ ン ト と し て取り扱い 、 所要の計

算書類等を作成する こ と にな り ます 。  

５ ． なお 、 医療法人が就労支援事業を実施する場合に病院会計準則に基づき作成する就労支援事業区分損益計算書の具体的な 

様式例を示せば次のと お り です 。  

【 様式例 】  

就労支援事業区分損益計算書 

自  平成  年  月  日  至  平成  年  月  日 
  

合  計 

就労支援 

事業等以 

外の事業 

生活介護 

 

事   業 

就労支援 

 

事   業 
【 医業損益計算書 】  
Ⅰ  医業収益 

１  入院診療収益 
２  室料差額収益 
３  外来診療収益 
４  その他の医業収益 

訓練等給付費収益 
就労支援事業収益 

５  保険査定減 

    

医業収益合計     
Ⅱ  医業費用 

１  給与費 
常勤職員給与 
医師給 
看護職員給 
医療技術員給 
事務員給 
技能労務員給 
支援相談員給 
非常勤職員給与 
退職給与引当金繰入 
法定福利費 

２  材料費 
医薬品費 
給食用材料費 
診療材料費 
医療消耗器具備品費 

３  経費 
福利厚生費 
旅費交通費 
職員被服費 
通信費 
消耗品費 
消耗器具備品費 
車両費 
会議費 
光熱水費 
修繕費 
賃借料 
保険料 
交際費 
諸会費 
租税公課 
徴収不能損失 
雑費 

４  委託費 
委託費 

５  研修費 
研究材料費 
謝金 
図書費 
旅費交通費 
研修雑費 

６  減価償却費 
建物減価償却費 
建物附属設備減価償却費 
構築物減価償却費 
医療用器具備品減価償却費 
車両船舶減価償却費 
その他の器械備品減価償却費 
その他の有形固定資産減価償却費 
無形固定資産減価償却費 

７  本部費 
８  役員報酬 
９  就労支援事業費 

    

医業費用合計 

医業利益 
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【 経常損益計算 】  

Ⅲ  医業外収益 

受取利息配当金 

有価証券売却益 

患者外給食収益 

その他の医業外収益 

医業外収益合計     

Ⅳ  医業外費用 

支払利息 

有価証券売却損 

患者外給食用材料費 

診療費減免 

貸倒損失 

雑損失 

    

医業外費用合計     

経常利益     

【 純損益計算 】  

Ⅴ  特別利益 

固定資産売却益 

補助金 ・ 負担金 

その他の特別損失 

    

特別利益合計     

Ⅵ  特別損失 

固定資産売却損 

その他の特別損失合計 

    

特別損失合計     

税引前当期純利益     

６ ． 上記の就労支援事業収益及び就労支援事業費について 、 就労支援事業別損益内訳表を作成する こ と にな り ます 。  

【 様式例 】  

就労支援事業別損益内訳表 

自平成  年  月  日  至平成  年  月  日 

Ａ   事  業  所 

就労移行 

支    援 

就労継続 

支援 Ａ 型 

就労継続 

支援Ｂ型 

  

合  計 

 

 

 

計 

○○

事業

△△

事業

○○

事業

△△ 

事業 

○○ 

事業 

△△ 

事業 

        

 

 

 

 

 

       

        

        

        

Ⅰ  就労支援事業収益 

就労支援事業収益合計 

Ⅱ  就労支援事業費 

１  就労支援事業販売原価 

期首製品 ( 商品 ) たな卸高 

当期就労支援事業製造原価及 

び当期製品 ( 商品 ) 仕入高 

合  計 

期末製品 ( 商品 ) たな卸高 

差  引 

２  販売費及び一般管理費 

就労支援事業費合計 

就労支援事業利益         

７ ． さ らに 、 当期就労支援事業製造原価 、 販売費及び一般管理費については 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 でお示し 

し ている就労支援事業製造原価明細表 、 販売費及び一般管理費明細表を作成する こ と にな り ます 。  

 

８ ． NPO 法人が就労支援事業を実施する場合には 、 具体的にどのよ う な会計処理が必要と なるのか 。  

( 答 )  

１ ． Ｎ Ｐ Ｏ法人が就労支援事業を実施する場合にあっ ては 、 よ るべき会計の基準の一つ と し ては 、 特定非営利法人の会計の手 

引き （ 内閣府国民生活局 ） が考え られます 。  

２ ． しかし ながら 、 「 障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準 」 （ 以下 

「 指定障害福祉サービス基準 」 と い う 。） において 、 指定事業所ご と に経理を区分する と と もに 、 それぞれの指定障害福祉

サービス事業の会計をその他の事業の会計と区分するべき こ とが定められています 。  
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３ ． このため 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 において も 、 就労支援事業を他の事業と区分し て経理する こ と を要請す 

る と と もに 、 資金収支計算書 、 事業活動収支計算書 （ 損益計算書 、 正味財産増減計算書等を含む 。） 及び貸借対照表を作成 

し 、 適宜の勘定科目を も っ て会計処理を行 う と と もに 、 就労支援事業製造原価明細表 、 販売費及び一般管理費明細表につい 

て も作成する こ と と し 、 採用し ている会計の基準に合わせてその一部を省略でき る こ と と し ている と こ ろです 。  

４ ． し たがっ て 、 具体的には 、 「 指定障害福祉サービス基準 」 に基づ く 利用料 （ 訓練等給付 ） に係る会計と 「 就労支援の事業 

の会計処理の基準 」 に基づ く 就労支援事業に係る会計を 、 他の事業と区分し た一つのセグ メ ン ト と し て取り扱い 、 所要の計

算書類等を作成する こ と にな り ます 。  

５ ． こ こ で 、 特定非営利法人の会計の手引きでは 、 Ｎ Ｐ Ｏ法人は一般的に財政規模が小さ いものが多い と考えて 、 収支計算書 

と貸借対照表が示されてお り 、 収益性又は採算性を算出する仕組みの計算書は示されてお り ませんが 、 適切な原価計算等を 

実施するためには事業活動計算書 （ 仮称 ） 等の作成が必要と な り ます 。 そ こ で 、 Ｎ Ｐ Ｏ法人が就労支援事業を実施する場合 

に作成する就労支援事業区分事業活動計算書 （ 仮称 ） の具体的な様式例を示せば次のと お り です 。  

【 様式例 】  

就労支援事業区分事業活動計算書 （ 仮称 ）  

自  平成  年  月  日  至  平成  年  月  日 

  

合  計 

就労支援 

事業等以 

外の事業 

生活介護 

 

事   業 

就労支援 

 

事   業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

事業活動収益 

受取入会金 

受取会費 

事業収益 

訓練等給付費収益 

就労支援事業収益 

・  

・  

受取補助金等 

受取負担金 

事業活動収益計 

事業活動費用 

事業費 

給料手当 

臨時雇用賃金 

退職金 

福利厚生費 

旅費交通費 

通信運搬費 

消耗什器備品費 

消耗品費 

修繕費 

印刷製本費 

燃料費 

光熱水料費 

賃借料 

保険料 

諸謝金 

租税公課 

支払負担金 

支払助成金 

支払寄付金 

委託費 

就労支援事業費 

雑費 

管理費 

役員報酬 

給料手当 

退職金 

福利厚生費 

会議費 

旅費交通費 

通信運搬費 

消耗什器備品費 

消耗品費 

修繕費 

印刷製本費 

燃料費 

光熱水料費 

賃借料 

保険料 

諸謝金 
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租税公課 

支払負担金 

支払寄付金 

支払利息 

雑費 

減価償却費 

建物減価償却費 

車両運搬具減価償却費 

引当金繰入 

退職給与引当金繰入額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業活動費用計     

事業活動増減額 

事業活動外収益 

受取寄付金 

雑収入 

    

事業活動外収益計     

事業活動外支出 

支払利息 

雑費 

    

事業活動外費用計     

経常増減額     

経常外収益     

経常外収益計 

経常外費用 

固定資産売却損 

車両運搬具売却損 

    

経常外費用計     

経常外増減額     

当期活動増減額     

６ ． 上記の就労支援事業収益及び就労支援事業費用について 、 就労支援事業別事業活動内訳表 （ 仮称 ） を作成する こ と にな り

ます 。  

【 様式例 】  

就労支援事業別事業活動内訳表 （ 仮称 ）  

自平成  年  月  日  至平成  年  月  日 
Ａ   事  業  所 

就労移行 
支    援 

就労継続 
支援 Ａ 型 

就労継続 

支援Ｂ型 

  
合  計 
 

 
 

計 

○○
事業

△△
事業

○○
事業

△△ 
事業 

○○ 

事業 
△△ 

事業 

        

 

 

 

 

 

       

        

        

        

Ⅰ  就労支援事業収益 

就労支援事業収益合計 

Ⅱ  就労支援事業費 

１  就労支援事業販売原価 

期首製品 ( 商品 ) たな卸高 

当期就労支援事業製造原価及 

び当期製品 ( 商品 ) 仕入高 

合  計 

期末製品 ( 商品 ) たな卸高 

差  引 

２  販売費及び一般管理費 

就労支援事業費合計 

就労支援事業増減額         

７ ． さ らに 、 当期就労支援事業製造原価 、 販売費及び一般管理費については 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 でお示し

し ている就労支援事業製造原価明細表 、 販売費及び一般管理費明細表を作成する こ と にな り ます 。  

 

９ ． 公益法人が就労支援事業を実施する場合には 、 具体的にどのよ う な会計処理が必要と なるのか 。  

( 答 )  

１ ． 公益法人が就労支援事業を実施する場合にあっ て も 、 よるべき会計の基準と し ては 、 公益法人会計基準と認識し ています 。  

２ ． しかし ながら 、 「 障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準 」 （ 以下

「 指定障害福祉サービス基準 」 と い う 。） において 、 指定事業所ご と に経理を区分する と と もに 、 それぞれの指定障害福祉

サービス事業の会計をその他の事業の会計と区分するべき こ とが定められている と こ ろです 。  

３ ． このため 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 において も 、 就労支援事業を他の事業と区分し て経理する こ と を要請す

る と と もに 、 資金収支計算書 、 事業活動収支計算書 （ 損益計算書 、 正味財産増減計算書等を含む 。） 及び貸借対照表を作成

し 、 適宜の勘定科目を も っ て会計処理を行 う と と もに 、 就労支援事業製造原価明細表 、 販売費及び一般管理費明細表につい

て も作成する こ と と し ています 。  

４ ． し たがっ て 、 具体的には 、 「 指定障害福祉サービス基準 」 に基づ く 利用料 （ 訓練等給付 ） に係る会計と 「 就労支援の事業

の会計処理の基準 」 に基づ く 就労支援事業に係る会計を 、 他の事業と区分し た一つのセグ メ ン ト と し て取り扱い 、 所要の計

算書類等を作成する こ と にな り ます 。  



 8

５ ． なお 、 公益法人が就労支援事業を実施する場合に作成する就労支援事業区分正味財産増減計算書の具体的な様式例を示せ 

ば次のと お り です 。  

【 様式例 】  

就労支援事業区分正味財産増減計算書 

自  平成  年  月  日  至  平成  年  月  日 

  

合  計 

就労支援 

事業等以 

外の事業 

生活介護 

 

事   業 

就労支援 

 

事   業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

    

    

 

 

 

 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

 

 

 

   

    

    

    

Ⅰ  一般正味財産増減の部 

１  経常増減の部 

(1) 経常収益 

①  基本財産運用益 

・ ・ ・ ・ ・  

②  受取入会金 

・ ・ ・ ・ ・  

③  受取会費 

・ ・ ・ ・ ・  

④  事業収益 

・ ・ ・ ・ ・  

訓練等給付費収益 

就労支援事業収益 

⑤  受取補助金等 

・ ・ ・ ・ ・  

経常収益計 

(2) 経常費用 

①  事業費 

・ ・ ・ ・ ・  

就労支援事業費 

②  管理費 

・ ・ ・ ・ ・  

経常費用計 

当期経常増減額 

２  経常外増減の部 

(1) 経常外収益 

①  固定資産売却益 

・ ・ ・ ・ ・  

経常外収益計 

(2) 経常外費用 

①  固定資産売却損 

・ ・ ・ ・ ・ ・  

経常外費用計 

当期経常外増減額 

当期一般正味財産増減額 

一般正味財産期首残高 

一般正味財産期末残高 

Ⅱ  指定正味財産増減の部 

①  受取補助金等 

・ ・ ・ ・ ・  

当期指定正味財産増減額 

指定正味財産期首残高 

指定正味財産期末残高 

Ⅲ  正味財産期末残高 
    

６ ． 上記の就労支援事業収益及び就労支援事業費について 、 就労支援事業別正味財産増減内訳表を作成する こ と にな り ます 。  

【 様式例 】  

就労支援事業別正味財産増減内訳表 

自平成  年  月  日  至平成  年  月  日 

Ａ   事  業  所 

就労移行 

支    援 

就労継続 

支援 Ａ 型 

就労継続 

支援Ｂ型 

  

合  計 

 

 

 

計 

○○

事業

△△

事業

○○

事業

△△ 

事業 

○○ 

事業 

△△ 

事業 

        Ⅰ  就労支援事業収益 

就労支援事業収益合計 

Ⅱ  就労支援事業費 

１  就労支援事業販売原価 

期首製品 ( 商品 ) たな卸高 
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当期就労支援事業製造原価及 

び当期製品 ( 商品 ) 仕入高 

合  計 

期末製品 ( 商品 ) たな卸高 

差  引 

２  販売費及び一般管理費 

就労支援事業費合計 

就労支援事業増減額 

        

７ ． さ らに 、 当期就労支援事業製造原価 、 販売費及び一般管理費については 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 でお示し 

し ている就労支援事業製造原価明細表 、 販売費及び一般管理費明細表を作成する こ と にな り ます 。  

 

10 ． 社会福祉法人の会計単位及び経理区分の考え方 。  

（ 答 ）  

１ ． 会計単位及び経理区分については 、 就労支援事業のいずれかのみを実施する指定事業所又は指定障害者支援施設 （ 以下 

「 通常の事業所等 」 と い う 。） と 、 多機能型事業所又は昼間実施サービスを複数行 う 指定障害者支援施設 （ 以下 「 多機能型 

事業所等 」 と い う 。） と に分けて 、 それぞれに会計単位及び経理区分を設定し ています 。  

２ ． まず 、 通常の事業所等を運営する社会福祉法人については 、 実施する就労支援事業を １ つの会計単位と し て 、 法人本部及 

び就労支援事業の ２ つの経理区分を設けて会計処理を行 う こ と と し ています 。  

３ ． 次に 、 多機能型事業所等 （ 生活介護において実施し ている生産活動について本基準によ り会計処理を行 う 場合を含む 。）  

を運営する社会福祉法人については 、 その実施する就労支援事業等を １ つの会計単位と し 、 本部及び各指定事業所等ご と を 

１ つの経理区分と し 、 その経理区分の下に 、 各就労支援事業等ご と を １ つの事業区分と し て会計処理を行 う こ と と し ていま 

す 。  

４ ． これは 、 各指定事業所等において提供するサービスご との報酬の算定を容易かつ明確にする と と もに 、 資金収支決算表及 

び事業活動収支表に指定事業所等ご と 、 実施する各就労支援事業等ご との内訳表を作成する こ と で 、 各指定事業所等ご と に 、  

又は各就労支援事業等ご と に収益 ・ 費用の把握を容易かつ明確にする こ と によ り 、 各事業者の経営判断等に資する と と もに 、  

利用者等が開示された財務書類等からその内容が容易に把握でき るよ う にし た ものです 。  

 

11 ． 自立支援給付に係る会計処理は 、 どのよ う にするのか 。  

（ 答 ）  

１ ． 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 は 、 就労移行支援 、 就労継続支援 Ａ 型及び就労継続支援Ｂ型の就労支援事業と 、 生 

活介護において生産活動を実施し ている場合であっ て本基準による会計経理を行 う 場合 

を対象に 、 その生産活動の実施によ り得た収入から 、 生産活動に必要な経費を控除し た額に相当する金額を工賃と し て支払 

う ための 、 就労支援事業特有の会計の処理の基準を定めた ものです 。  

２ ． し たがいま し て 、 就労支援事業や生活介護に係る自立支援給付につきま し ては 、 従来の授産施設会計基準と同様に 、 資金 

収支にあっ ては 「 福祉事業活動による収支 」、 事業活動収支にあっ ては 「 福祉事業活動の部 」 において 、 会計経理を行 う べ 

き ものです 。  

３ ． その際 、 自立支援給付に係る収入につきま し ては 、 その発生源泉と なる制度が従来のものとは異なる こ と 、 定率負担や特 

定費用についての利用者負担が存在する こ と などから 、 利用者の方々にも どのよ う な制度に基づ く 請求又は負担であるのか 

を明示する意味から も 、 自立支援給付専用の勘定科目を設けて経理する こ とが望ま し い と考えます 。  

４ ． このため 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 では 、 （ 別紙 １ ） 資金収支決算内訳表の 「 福祉事業活動による収支 」、  

（ 別紙 ２ ） 事業活動収支内訳表の 「 福祉事業活動の部 」 において 、 「（大区分 ） 自立支援費収入  （ 中区分 ） 介護給付費収

入 ・ 訓練等給付費収入 」 と 、 これに対応する利用者負担分と し て「（大区分 ） 利用者負担金収入 」 を 、 勘定科 

目を一つの例と し て参考までに表示し た と こ ろです 。  

５ ． しかし ながら 、 関係各方面から 、 一つの例と し ての表示では良 く 分から ない 、 自立支援の各給付と例示との関係が良 く 分 

から ない 、 社会福祉法人会計基準の 「 ○○事業収入 」 を活用し て適宜な科目を設置する と し て も どの様にし た ら良いか分か 

らない 、 とのご指摘をいただいた と こ ろです 。  

６ ． このため 、 障害者自立支援法に規定する各給付と勘定科目との関係を整理し つつ 、 利用者負担との関係について も介護保 

険の会計基準等を参考と し つつ事業収入と し て分かりやす く 整理し 、 各法人によ り まちまちの処理と な ら ないよ う 、 以下に 

お示しする勘定科目によ り 、 統一的に会計経理を行っ ていただ く こ と と し て 、 都道府県 ・ 政令市 ・ 中核市につきま し て も通 

知によ り周知する こ と と し てお り ます 。  

７ ． なお 、 この自立支援給付に専用の勘定科目を設けて会計経理を行 う こ と につきま し ては 、 就労支援事業は行わない 、 社会 

福祉法人会計基準だけで経理処理を行 う 場合であっ て も同じ ですので 、 やはり以下にお示しする勘定科目によ り 、 統一的に 

会計経理を行っ ていただ く こ と と な り ます 。  

【 統一的な勘定科目 】  

障害者自立支援法に基づ く 給付費等収入に係る勘定科目の整理 

大  区  分 中  区  分 小  区  分 科   目   の   説   明 

自立支援費収入 介護給付費収入  介護給付費の代理受領分 

 訓練等給付費収入  訓練等給付費の代理受領分 

 特定障害者特別給付費収入  特定障害者特別給付費の代理受領分

 利用者負担金収入 利用者負担金収入 各給付費に係る利用者負担分 

  特定費用等負担金収入 特定費用等の利用者負担分 

 

８ ． また 、 仮に 、 代理受領を し ない利用者がいた場合であっ て 、 給付費相当分 （ 公費負担分 ） を利用者から受け取った時は 、  

既に設置されている勘定科目の う ち 、 「（大区分 ） 利用料収入  （ 中区分 ） 利用料収入 」 の勘定科目によ っ て会計経理を行っ 

ていただ く こ と と な り ます 。  
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12 ． 利用者賃金と利用者工賃との違いは何か 。  

（ 答 ）  

１ ． 「 障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準 」 及び 「 障害者自立支援 

法に基づ く 指定障害者支援施設等の事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準 」 において 、 就労継続支援 Ａ 型を実施する場 

合には 、 利用者と雇用契約を締結する こ と と されてお り 、 雇用契約を締結し た利用者には 、 賃金を支払 う こ と と されていま 

す 。  

２ ． また 、 雇用契約を締結し ない利用者に対し ては 、 工賃を支払 う こ と と されてお り 、 その際 、 「 生産活動に係る事業の収入 

から生産活動に係る事業に必要な経費を控除し た額に相当する金額 」 を工賃と し て支払 う こ と と されてお り 、 利用者に対す 

る賃金はこの 「 生産活動に係る事業に必要な経費 」 に含まれる こ と と な り ます 。  

３ ． 以上のよ う に 、 利用者に対する賃金と工賃には 、 明確な違いが存在し 、 かつ 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 にお 

いては重要な経費であっ て 、 職業指導員等に対する給与とは区分し て把握する必要がある こ とから 、 それぞれ 「 利用者賃 

金 」、 「 利用者工賃 」 と し て経費科目を設ける こ と と し た ものです 。  

 

13 ． 受注活動費とは何か 。  

（ 答 ）  

１ ． 受注活動費とは 、 発注を受ける等の注文を取るために行われる活動に要する経費を経理するための勘定科目であっ て 、 本 

基準にお示し し ている様式には 、 製造原価に参入するべき ものと販売費に参入するべき ものを計上し ている と こ ろです 。  

２ ． 製造原価に参入するべき受注活動費とは 、 製造所で受けた特定の製造品の注文に係る経費や 、 特定の製造品の注文内容の 

確認等に要する経費など 、 特定の製造品に転嫁するべき経費が想定されます 。  

３ ． 販売費に参入される受注活動費とは 、 それ以外の 、 いわゆる一般的な受注に係る経費と な り ます 。  

 

14 ． 内部外注加工費とは何か 。  

（ 答 ）  

１ ． 内部外注加工費とは 、 製造工程の中で外注加工に発注する際 、 自己の法人の外部の業者に発注するのではな く 、 同一法人 

内の他の会計に外注加工を発注し た際の 、 外注加工費をいいます 。  

２ ． 具体的には 、 就労支援事業を複数実施し ている法人において 、 他の経理区分である他の事業所等 、 他の事業区分である他 

の就労支援事業へ外注加工を依頼し た場合に 、 これを単なる経費と し て処理するのではな く 、 法人内部と いえど も加工の発 

注 ・ 受注と し て経理する こ と と なるのです 。  

３ ． これによ り 、 よ り正確な発注 ・ 受注量及び業務量を把握する こ とができ 、 正確な製造原価の管理等を行 う こ とができ るの 

です 。  

15 ． 製造を行っ ている事業所においては 、 利用者は製造と販売の両方に関わっ ている こ とが多 く 、 製造原価と販売費との按

分が難し い 。  

（ 答 ）  

１ ． 合理的かつ効率的な事業運営と 、 適切な会計処理を行 う ためには 、 如何なる会計の基準による会計処理であっ て も 、 直接 

経費 、 間接経費及び共通経費については 、 それぞれ正確に認識されなければな ら ないものです 。  

２ ． し たがっ て 、 製造と販売の両方に関わる利用者に対する賃金 ・ 工賃について も 、 直接経費である 「 製造原価 」 と間接経費 

である 「 販売費 」 と し て 、 合理的な基準によ っ て正確に測定されなければな り ません 。  

 

16 ． 「 ○○引当金繰入 」 の引き当てができ る対象とは何か 。  

（ 答 ）  

１ ． 引当金とは 、 一般的に 、  

①  将来の費用又は損失に備えるためのものであっ て 、  

②  その費用又は損失の発生が 、 当該事業年度以前の事象に起因し 、  

③  その費用又は損失の発生の可能性が高 く 、  

④  その費用又は損失の金額を合理的に見積も る こ とのでき る場合に限り 、 当該事業年度の負担に属する部分を 「 ○○引当 

金繰入 」 と し て費用計上する こ と と されている 。  

２ ． また 、 当該 「 ○○引当金繰入 」 を 、 就労支援事業製造原価 、 販売費 、 その他の事業費又は一般管理費のど こ で経理するべ 

き ものかについては 、 その費用又は損失が 、 どの項目で発生する こ と になるのかによ っ て 、 項目毎に区分し て経理する必要 

がある 。  

 

17 ． 雇用契約を締結し た利用者については 、 職業指導員等と同様に 、 「 退職金 」、 「 退職給与引当金 」 及び 「 退職給与引当

金繰入 」 が必要ではないか 。  

（ 答 ）  

１ ． 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 の就労支援事業製造原価明細表等でお示し し ている勘定科目については 、 その全て 

を網羅し ている ものではな く 、 就労支援事業の全てについて会計経理に必要と なる標準的な勘定科目をお示し し ているだけ 

です 。  

２ ． し たがっ て 、 就労移行支援では想定できないが 、 就労継続支援 Ａ 型では必要と なるよ う な勘定科目などについては 、 その 

法人の実情を反映し 、 勘定科目を適宜追加し て会計経理を行っ ていただきたい 。  
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18 ． 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 において新たに示された積立金について 、 平均工賃の意味と 、 積立額の上限の考

え方如何 。  

（ 答 ）  

１ ． 今回お示し し た 「 工賃変動積立金 」 と 「 設備等整備積立金 」 を積み立てる場合の 「 過去 ３ 年間の平均工賃 」 については 、  

それぞれの事業において利用者に支払った工賃の年間総額の過去 ３ 年間の平均値と し ています 。  

２ ． また 、 それぞれの積立金の各年度の積立額の上限と し ては 、 就労支援事業に要請されている 「 利用者の自立し た日常生活 

又は社会生活を営むこ と を支援するための工賃水準の向上 」 に資するため 、 あま り多額にな ら ないよ う に配慮し つつ 、 それ 

ぞれの積立金が 、 将来にわた り工賃を安定的な支給 、 又は安定的かつ円滑な就労支援事業の継続を目的と し ている こ とから 、  

ある程度の柔軟性 ・ 弾力性を考慮し 、  

・ 工賃変動積立金については 、 工賃の年間総額の過去 ３ 年間の平均値の １ ０ ％以内 

・ 設備等整備積立金については 、 当該年度の就労支援事業によ る収入の １ ０ ％以内 

と し た と こ ろです 。  

３ ． 一方 、 それぞれの積立金の上限額については 、  

(1) 工賃変動積立金については 、 積立時と取り崩し時では 、 利用者が変わっ ている可能性が高いこ とから 、 各年度の積立上

限額の ５ 年分 

(2) 設備等整備積立金については 、 事業開始時において自己資金 1/4 と国庫補助3/4 によ っ て設備等を取得し てお り 、 自己 

資金文については減価償却によ り 、 内部留保が存在する ものの 、 国庫補助相当分は何らの手当がないこ とから 、 取得価格 

の 3/4 をそれぞれ上限と し ている ものである 。  

 

19 ． これらの積立金が相互に流用できないのは何故か 。  

（ 答 ）  

１ ． 就労支援事業については 、 授産施設会計基準当時から 、 利用者の自立し た日常生活又は社会生活を営むこ と を支援するた 

めの工賃水準の向上に資するために行われている事業であっ て 、 生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要 

な経費を控除し た額に相当する金額を工賃と し て支払わなければな ら ないこ と と されている こ とから 、 原則と し て剰余金は 

発生せず 、 事業活動収支計算書における 「 事業活動収支差額 」 は 、 年度末における未払金等の経過的に発生する ものを除き 、  

生じ ないこ と と されている と こ ろです 。  

２ ． しかし ながら 、 就労支援事業においては 、 工賃水準の保障や安定的かつ円滑な事業の継続のためには 、 一定の条件の下で 

の特定の目的のための積立金は必要である こ とから 、 特定の目的を定めた積立金 （ 目的積立金 ） について認める こ と と し て 

いる ものです （ 授産事業について も同じ 。）。 

３ ． 一方 、 あらゆる会計の基準においては 、 民間企業の未処分利益とは異な り 、 引当金 、 準備金及び目的積立金など 、 特定の 

目的のために行われる内部留保については 、 恣意的会計 ・ 粉飾会計の排除の観点から目的外の使用を厳に禁止する と い う 会 

計公準と し ての大原則に従い 、 繰入 ・ 積立の基準を厳に設け 、 目的外の使用を許さ ないこ と と し ている と こ ろであ り 、 また 、  

社会福祉事業が公益性の極めて高い事業である こ と も考慮し 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 について も 、 積立の基 

準を厳に設け 、 目的外への費消を前提と し た流用を許さ ないこ と と し ている と こ ろです 。  

４ ． ただ し 、 各月の利用料収入 （ 給付費収入 ） の受取時期が 、 請求及びその審査等に一定の時間を要し 、 事業の実施時期から 

見て ２ ヶ月以上遅延する場合が想定され 、 今後の事業の実施に重大な影響がある こ とから 、 積立金の一部を 、 費消を前提と 

し ない一時繰替使用については 、 認める こ と と し た と こ ろです 。  

 

20 ． この ２ つの積立金以外には 、 積立金の計上はできないのか 。  

（ 答 ）  

１ ． 社会福祉法人については 、 「 就労支援の事業の会計処理の基準 」 において 、 特段の定めがある ものを除き 、 授産施設会計 

基準の 「 授産 」 を 「 就労支援 」 に改める こ と と し て会計処理を行 う こ と と し ている こ とから 、 授産施設会計基準第 ３ ５ 条に 

規定する と お り 、 将来の特定の目的の支出又は損失に備えるため 、 理事会の議決に基づき 、 積立金を計上する こ とができま 

す 。  

２ ． しかし ながら 、 就労支援事業については 、 授産事業と同様に 、 利用者の自立し た日常生活又は社会生活を営むこ と を支援 

するための工賃水準の向上に資するために行われている事業であっ て 、 生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業 

に必要な経費を控除し た額に相当する金額を工賃と し て支払わなければな ら ないこ と と されている こ とから 、 積立金の目的 

が 、 このよ う な事業の性格 ・ 目的に適 う ものでなければな ら ないこ とが前提であっ て 、 民間企業のよ う な未処分利益を計上 

する こ とはできない と こ ろです 。  

３ ． また 、 同条第 ４ 項に規定する 「 目的以外の理由で取り崩す場合 」 について も 、 その目的以外の理由が 、 就労支援事業の性 

格 ・ 目的に適 う 内容でなければな らず 、 かつ 、 当該積立金の額を も っ て当た ら なければ対応できない状況の時に限られる と 

解されます 。  

 

21 ． 積立金及び積立預金の積み立ては 、 いつの時点で積み立てるのか 。  

（ 答 ）  

１ ． 就労支援事業を実施する各法人は 、 各種の法令によ っ て 、 事業年度の終了の日からいつまでに決算を行 う 必要があるかを 

規定されている と こ ろであ り 、 その時までに 、 理事会等によ っ て積立金の積立が議決される と こ ろです 。  

２ ． しかし ながら 、 理事会等の議決に基づいて積み立て られる積立金及び積立預金は 、 決算を行った当該事業年度のものであ 

り 、 当該事業年度の最終日に積み立て られた こ と と取り扱われる こ と にな り ます 。  

３ . なお 、 積立預金は 、 資金収支計算書上 、 積立預金支出と し て計上される こ と にな り ます 。 この場合の積立預金支出につい 

ての予算措置についてですが 、 積立金の金額は事業年度の終了の日以後に理事会等の議決にて決定され 、 当該積立金に対応

し て設定されるのが積立預金です 。 し たがっ て 、 積立金の決定後 、 積立預金の予算措置がな される こ と にな り ます 。 具体的に

は 、 積立金の議決がな される理事会等で 、 同時に補正予算等の議決がな される こ と になるで し ょ う 。 _  


